
証券コード 2876
2026年６月５日

株 主 各 位
東 京 都 江 東 区 有 明 ３ 丁 目 ４ 番 10 号

代表取締役CEO 大 河 原 毅
第62期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第62期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに電子提供措置事項を掲載しております。

下記の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「投資家情報」、「招集通知」の順に選択して、ご
確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（ https://www.del-sole.co.jp/）

また、上記のほか、東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）ウェブサイトにアクセスい
ただき、「銘柄名」に「デルソーレ」または「コード」に当社証券コード「2876」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/㏚情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/
株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申しあげます。
東証上場会社情報サービス ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

なお、当日ご出席いただくほか、書面（郵送）により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、2026年６月22日（月曜日）午後５時45分までに到着するようご返
送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
１. 日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時
２. 場 所 東京都江東区有明３丁目６番11号

ＴＦＴビル東館９階 会議室9−Ａ号室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 会議の目的事項
報 告 事 項 第62期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告および計算

書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。
◎株主総会におけるお土産・懇親試食会のご用意はございません。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、下記当社ウェブサイトおよび東証上場会社情報サービスウェブサイ
トに修正内容を掲載させていただきます。
当社 ウェブサイト
https://www.del-sole.co.jp/
東証上場会社情報サービス ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当金に関する事項
当期の業績ならびに今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、次のとおりといたしたい

と存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金12円
といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は106,859,976円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年６月24日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役２名選任の件
2026年１月１日をもって取締役大河原泰氏が辞任され、2026年６月23日をもって取締役森

山敏治氏が辞任いたしますので、当社の持続的成長を支える新たな経営体制の強化を図るため、
このたび取締役２名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期
は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 数

１ 栗
くり

本
もと

佳
よし

昭
あき

(1965年９月17日生)

1987年４月 株式会社サト（現サトフードサービス株式会
社）に入社

1990年２月 東洋シール工業株式会社に入社
1991年４月 当社に入社
2007年４月 当社西日本支社名古屋支店長に就任
2014年４月 当社西日本支社大阪支店副支店長に就任
2021年４月 当社西日本支社大阪支店支店長に就任
2023年12月 当社執行役員 西日本営業統括に就任
2025年２月 当社執行役員 営業ユニット管掌役員代理

食品事業営業統括 兼 大阪支店長に就任
2025年12月 当社執行役員 営業ユニット管掌役員代理

食品事業営業統括 兼 大阪支店長（本社駐在）
に就任

2026年４月 当社執行役員営業ユニット食品事業管掌
に就任（現任）

25,200株
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 数

２ 加
か

藤
とう

俊
とし

行
ゆき

(1967年１月26日生)

1990年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式
会社）に入社

1997年７月 当社に入社
2013年６月 当社執行役員コムサ事業本部店舗・FC開発

グループGL 兼 経営企画室担当に就任
2020年６月 当社執行役員コムサ事業本部COO代行

コムサ事業本部営業企画開発グループGL
兼 営業管理グループコムサマーケティングTL
に就任

2021年４月 当社アシスタントディレクター外食事業ユニッ
ト営業支援チームマネージャーに就任

2023年４月 当社執行役員営業ユニット管掌役員取締役補佐
兼 レストラングループ長 兼 テイクアウト
グループ長に就任

2025年４月 当社執行役員営業ユニット管掌役員代理 兼
レストラングループ長 兼 テイクアウト
グループ長に就任

2026年４月 当社執行役員営業ユニット外食事業管掌 兼
外食チーム長に就任（現任）

1,600株

（注）１．各取締役候補者は、新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．当社は、会社法第430条の３第１項に基づき、現任取締役を被保険者として、取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補
填する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。なお、各取
締役候補者が選任された場合には当該契約の被保険者となります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役髙栁泉氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお

願いするものであります。なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ておりま
す。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 数

髙
たか

栁
やなぎ

泉
いずみ

(1950年１月29日生)

1973年３月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社入社
1987年４月 株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ

（旧株式会社コムサネット）出向
1991年７月 同社取締役外食事業部長に就任
1994年11月 同社常務取締役外食事業本部長に就任
1996年４月 同社代表取締役常務に就任
2001年４月 同社代表取締役専務に就任
2003年10月 当社執行役員常務 コムサ事業本部店舗開発・建築

施設担当に就任
2004年８月 株式会社ファンシーコーポレーション専務取締役に

就任
2006年１月 株式会社ほのぼの運動取締役に就任
2012年６月 当社常勤監査役に就任

株式会社ほのぼの運動監査役に就任
2014年６月 当社監査役に就任（現任）

28,500株

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に基づき、現任監査役を被保険者として、監査役がその職務の執

行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害を補填する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。
なお、監査役候補者が選任された場合には当該契約の被保険者となります。

― 6 ―



第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
2026年１月１日をもって辞任により退任された取締役大河原泰氏および2026年６月23日を

もって辞任により退任される森山敏治氏に対し、在任中の功労に報いるため、下記の金額の退職
慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期および方法は、取締役会にご一任願いたいと存じま
す。
なお、退任する役員に対して退職慰労金を贈呈する際には、都度金額を開示したうえで株主総

会にお諮りし、承認をいただいたうえで贈呈することといたしております。
また、本議案は、支給額の決定には株主総会のご承認を条件とするとともに、当社取締役会が

決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であると考えておりま
す。
退任取締役の略歴ならびに支給額は、次のとおりであります。
氏 名 略 歴 支給額

（千円）

大河
おお か

原
わら

泰
やすし

2020年６月 当社取締役に就任
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長
兼購買グループGLを委嘱

2020年８月 当社代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発
室長兼購買グループGLを委嘱
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグ
ループ、品質管理グループを管掌

2021年４月 当社製造・開発ユニット管掌
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱

2022年６月 当社常務取締役に就任
戦略企画管掌

2023年６月 当社代表取締役社長に就任
2026年１月 当社取締役を退任

90,400

森
もり

山
やま

敏
とし

治
はる

2021年６月 当社取締役に就任（現任）
食品事業ユニット担当

2022年６月 当社食品事業ユニット営業統括
2023年４月 当社営業ユニット管掌
2026年４月 非業務執行担当

(現在に至る）

6,400

以上
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事 業 報 告

(20252026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

１．会社の現況に関する事項
（1）当事業年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、物価高騰の継続による消費者マインドの低下および
日々変化する国際情勢等の複合的な要因により、先行きに不透明感を残す状況で推移した
一方、雇用・所得環境の改善を背景に景気は緩やかな回復基調をたどりました。
このような経営環境の中、当社は2023年度から2026年度までの事業運営に関する

「中期経営計画2026」を策定し、経営理念である「食と食の文化を通じてお客様に満足と
幸せを提供する」ことを一貫して追い求め、「食の安全・安心」を第一に掲げて、「“おい
しい” で世界をつなぐ」をミッションに、業績の向上と財務体質の改善を図り、経営基
盤の強化に取り組んでまいりました。なお、2024年10月27日に当社千葉工場で発生し
た火災事故の影響により、関連する損失への対応および一部製品の出荷数制限や休売を余
儀なくされましたが、2025年9月には生産態勢を完全復旧させるとともに、販売政策に
おいては売上構成の見直しによる効率化および高収益化に一層注力してまいりました。

ア． 食品事業
食品事業におきましては、外食業界や中食デリカ部門等を主要取引先とする業務用分野

では、大口案件を柱として売上実績を確保しつつ、新規販路の獲得および広域卸問屋への
企画提案の強化に取り組んでまいりました。また、食品スーパー・生協等を販売チャネル
とする家庭用分野では、火災事故の影響で一時的に失った店頭販路等について、その復活
と拡大を最重要課題として取り組んでまいりました。一方で、原材料をはじめとする様々
なコスト上昇に対しては、値上げや収益性の確保を必須とする価格戦略を展開するととも
に、窯焼きクラストなど付加価値を高めた新商品の投入を図ることで、低収益品から高収
益品へのシフトに努めてまいりました。加えて、当社の原点である本格冷凍ピザのライン
ナップ強化によって商品コンセプトの幅を広げるとともに、主力商品の一つであるトルテ
ィーヤが持つ多様なバリエーションや生地クラストの魅力をお伝えするために、大規模展
示会での実演プロモ―ションやＳＮＳなどを活用した情報発信などの各種施策を展開して
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まいりました。合わせて、輸入商品ビジネスについては、引き続きヨーロッパの本格冷凍
パンやアメリカ産冷凍チーズの販売による市場開拓を進めるほか、当社商品の輸出にも販
路を求め、パートナー企業との連携や円安を追い風とした海外市場の開拓にも努めており
ます。
この結果、当事業年度の売上高は115億８千９百万円（前期比5.9%減）、セグメント利

益は８億８千５百万円（前期はセグメント損失１億９千３百万円）と大幅な黒字化を達成
いたしました 。

イ． 外食事業
外食事業におきましては、収益改善が見込めなくなった宅配ブランド「上海エクスプレ

ス」を整理する一方、引き続きテイクアウトブランドへの選択と集中に取り組むととも
に、主力店舗の利益率改善をはじめとした各種営業施策の実施およびクオリティ、サービ
ス、クリンリネスを担う人材の育成に注力することにより顧客ロイヤリティの向上を目指
し、安定した収益確保に向けた店舗運営に努めてまいりました。とりわけテイクアウトブ
ランド強化施策として、ヒット商品 “お好み鯛焼き” を提供する「おめで鯛焼き本舗」
においてフランチャイズ展開の拡大を図り、７月に大阪府門真市で「おめで鯛焼き本舗ら
らぽーと門真店」、９月に岡山県倉敷市で「おめで鯛焼き本舗アリオ倉敷店」、本年３月に
岡山県岡山市で「おめで鯛焼き本舗天満屋ハピーズ西大寺店」を全てフランチャイズ店と
して出店する一方で、マーケットの変化や収益性の再検討に伴い「おめで鯛焼き本舗」の
フランチャイズ店５店舗を閉店いたしました。なお、北海道八雲町のパノラマレストラン
“ハーベスター八雲” に併設する「八雲ピザ工房」で製造する手作りピザの販売促進施策
として、全国の百貨店等における催事販売出展を多数開催し、引き続き食品事業とのシナ
ジーの実現にも取り組んでおります。
この結果、当事業年度の売上高は30億６千９百万円（前期比１.３%減）、セグメント利

益は１億５千万円（同40.８%減）となりました。

ウ． 管理部門
本社管理部門においては、財務体質の改善ならびにコスト競争力強化のための諸施策を

推進し、当社運営体制の効率化と諸経費の削減に努めてまいりました。

以上の諸施策を実施いたしました結果、当事業年度の売上高は146億２千万円（前期比
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５.１%減）、営業利益は４億３千万円（同23.３％減）となりました。千葉工場で発生した
火災に関連する損失として、営業外費用に操業停止関連費用１億１千１百万円、特別損失
に火災損失２千３百万円を計上し、経常利益は３億７千５百万円（同30.４%減）、当期純
利益は２億１千２百万円（前期は４億２千２百万円の赤字）となりました。

② 設備投資等の状況
当事業年度において実施した設備投資（無形固定資産を含む）の総額は７億6千９百万

円であります。その主な内訳は、食品事業における生産能力増強及び工場火災の復旧を目
的とした設備の改修や機械の購入、外食事業における改装および設備の改修であります。

③ 資金調達の状況
借入金残高は、前事業年度末に比べ６千万円減少し、９千万円となりました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況

区 分 第59期
2023年３月期

第60期
2024年３月期

第61期
2025年３月期

第62期
(当事業年度)
2026年３月期

（千円）
売 上 高 16,893,408 17,784,656 15,403,734 14,620,266

（千円）
経 常 利 益 515,984 1,267,022 539,103 375,093

（千円）
当期純利益又は当期純損失（△） 302,973 599,447 △422,804 212,099

（円）
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 33.74 67.32 △47.48 23.82

（千円）
総 資 産 11,029,657 10,737,497 10,244,632 10,245,547

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を除き、千円未満を切り捨てて表示しております。

（3）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
食品・外食業界においては、先行きの不透明な事業環境が続く中、消費者ニーズや価値観

の多様化への対応が求められております。こうした外部環境やライフスタイルの変化を、当
社の強みを活かして収益基盤を再構築し、今後のさらなる成長につなげていくチャンスとと
らえ、2023年５月に策定した「中期経営計画 2026」の遂行により、持続的な成長と中長
期的な企業価値向上を実現してまいります。

① 「食の安全・安心」を最優先にした品質管理体制機能の充実

② 食品事業において、完全復旧した生産力をフル活用した、お客様の課題解決と販路拡大

③ 外食事業において、テイクアウト業態（「おめで鯛焼き本舗」「京鳥」）の強化とFCビジ
ネスの拡大

④ 海外事業の収益源多角化と新規市場の開拓

⑤ DX推進、AI活用による飛躍的効率化と強固な管理体制構築

⑥ ガバナンス体制及び内部統制の充実による経営の健全性の確保

以上の取り組みを実施することにより、着実に業績の向上と経営基盤の強化に邁進する所
存であります。
株主の皆様におかれましては、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申しあげ

ます。
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（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社は食品事業および外食事業を行っております。各事業の内容は、以下のとおりであり

ます。
① 食品事業

ピザおよびエスニックブレッド製品等の製造、販売を行っております。

② 外食事業
高級串焼・鶏惣菜および昇運・昇福鯛焼きのテイクアウト業態（直営・フランチャイ

ズ）ならびに外食店舗を展開しております。

（6）主要な営業所、工場および外食店舗（2026年３月31日現在）

当 社 本社：東京都江東区有明３丁目４番10号

食品事業

営業所
本店営業チーム (東京都江東区) 大阪支店 (大阪市淀川区）
九州支店 (福岡県古賀市）

工 場
多摩工場（東京都稲城市）千葉工場（千葉県成田市）
九州工場（福岡県古賀市）

外食事業

店 舗
鯛焼き直営店12店舗・フランチャイズ店29店舗 京鳥直営店14店舗
一番どり直営店８店舗・フランチャイズ店３店舗
ハーベスター八雲直営店１店舗
牛傳 をどり グリルハーベスター デルソーレSHOP
直営店８店舗・フランチャイズ店１店舗

― 13 ―



（7）使用人の状況（2026年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

241 名 △9 名 44.0 歳 14.0 年

（注）使用人数は、執行役員９名を含む就業人数であり、臨時従業員（有期雇用・短時間雇用）の平均雇用人
員668名（前事業年度比正規雇用換算９名減）は含まれておりません。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

千円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 45,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 30,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 15,000

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
（1）株式の状況（2026年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 14,000,000株
② 発行済株式の総数 9,105,290株（自己株式200,292株を含む。）
③ 株主数 2,370名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率
株 ％

大 河 原 愛 子 2,262,000 25.40

大 河 原 毅 1,534,250 17.23

ＰＴ ＩＮＤＯＦＯＯＤ ＣＢＰ ＳＵＫＳＥＳ ＭＡＫＭＵＲ ＴＢＫ 900,000 10.11

株 式 会 社 ミ ツ ウ ロ コ グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 300,000 3.37

株 式 会 社 ニ チ レ イ フ ー ズ 255,000 2.86

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 215,000 2.41

マ リ ン フ ー ド 株 式 会 社 205,700 2.31

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 200,000 2.25

日 清 製 粉 株 式 会 社 180,000 2.02

和 田 隆 介 155,700 1.75

（注）１．当社は、自己株式を200,292株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
① 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況（2026年３月31日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他、新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）

地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 CEO 大河原 毅

代 表 取 締 役 社 長 武 長 栄 治

取 締 役 アーネストＭ．比嘉
㈱ヒガ・インダストリーズ 代表取締役会長兼社長
ウェンディーズ・ジャパン㈱ 代表取締役会長
テンプル大学日本校 理事
学校法人昭和女子大学 評議員

取 締 役 森 山 敏 治 営業ユニット管掌

取 締 役 印 部 修 一 管理ユニット管掌
戦略企画室長

取 締 役 三 枝 広 幸 管理ユニット担当
総務・人事チーム長

取 締 役 遠 藤 貢
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 顧問
杉田エース㈱ 顧問
一般社団法人国際食文化交流協会 理事
㈱トライ・インターナショナル 社外取締役

取 締 役 近 藤 正 樹
日本コロンビア友好協会 理事
㈱アスク 社外取締役
㈱ユニカフェ 社外取締役

常 勤 監 査 役 金 原 俊一郎

監 査 役 髙 栁 泉

監 査 役 山 田 勝 重
虎ノ門法律経済事務所 山田グループ 代表弁護士
日本メディカルビジネス㈱ 社外監査役
㈱スーパーナース 社外監査役

（注）１．取締役遠藤貢氏および近藤正樹氏は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出て
おります。

２．監査役金原俊一郎氏および山田勝重氏は、社外監査役であり、金原俊一郎氏を独立役員として東京証
券取引所に届け出ております。

３．監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有
しております。

４．監査役山田勝重氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有しております。
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５．2026年１月１日付で代表取締役大河原泰氏は辞職し、同日をもって辞任により退任いたしました。
退任時の会社に
おける地位 氏 名 退任時の担当および

重要な兼職の状況 退 任 日

取締役 大河原 泰 ー 2026年１月1日

６．2026年４月１日付で下記取締役の業務執行の変更に伴う異動がありました。
氏 名 新 旧 異 動 日

森 山 敏 治 取締役
（非常勤）

取締役
営業ユニット管掌 2026年４月1日

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役遠藤貢氏および近藤正樹氏ならびに社外監査役山田勝重氏は、会社法第

427条第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に
定める最低責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社ならびに当社取締役、当社監査役等を被保険者として会

社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。なお、当
該契約の保険料は、全額当社が負担しております。
当該契約の内容の概要は、取締役、監査役等の役員がその地位に基づいて行った行為に起

因して負うこととなる法律上の損害賠償金および争訟費用（株主代表訴訟を含む）を補償の
対象としております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、また犯罪行
為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行
った行為等については、補償の対象外としております。
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（4）取締役および監査役の報酬等
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する事項

当社取締役会は、取締役が受ける報酬等の額の決定に関する方針等を以下のとおり決
定しております。また、監査役の個人別報酬等は、監査役の協議によるものとされてお
ります。
当社の役員報酬は、固定報酬と役員退職慰労金による業績連動報酬以外の報酬等と業

績連動報酬によって構成されており、これらの構成比率は、毎期の持続的な業績改善に
加えて中長期的な業績の安定と向上を重視する観点に立ち、固定報酬に比重をおいて設
定されております。
固定報酬については、各役員の職務に対して毎月一定額を支給する報酬であり、役員

退職慰労金については、在任期間に応じて所定額を引き当て、退任時に一括して支給す
る報酬であります。また業績連動報酬については、期初の業績予想値を指標とする達成
度等を基礎としつつ経営環境を踏まえて、当該定時株主総会終了後に支給する報酬であ
ります。なお、その支給総額についての妥当性を経営会議および取締役会で審議するも
のとしております。また、これらの報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の
範囲内で決定されるものであります。
取締役の個人別報酬等の金額またはその算定方法については、取締役会が決定いたし

ます。取締役会においては、これを取締役会議長または代表取締役CEOに一任するこ
とを決議のうえ、役位・職責、業績および目標達成度等を総合的に勘案して決定される
ものとしております。ただし、非業務執行取締役の報酬等は、その役割に鑑みて業績連
動報酬以外の報酬のみとしております。

イ．取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2022年６月23日開催の第58期定時株主総会において年額

400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と決議いただいております
（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません）。当該定時株主総会終結時点
の取締役の員数は12名（うち社外取締役２名）であります。
監査役の報酬限度額は、1994年６月29日開催の第30期定時株主総会において年額

30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員
数は３名であります。

ウ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2025年６月25日開催の取締役会の決議に基づき、代表取締
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役CEO大河原毅氏に対して、各取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。
当社の多角的な事業展開に係る業績評価においては、各取締役の貢献度の判断等さま

ざまな要素を含むため、取締役会の合議等によることは難しいものと考えております。
このため、社内外における経営環境ならびに経営状況を俯瞰しつつ業務執行を統括す
る、最高経営責任者（代表取締役CEO)による総合的な判断に基づき各取締役の報酬の
内容が決定されるものとしております。
なお、上記理由によって、取締役の個人別報酬等が決定されていることから、取締役

会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
エ．当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労引当金

繰入額
取締役

（うち社外取締役）
285

（10）
155

（10）
13

（−）
116
（0）

10
（２）

監査役
（うち社外監査役）

20
（13）

17
（11）

1
（0）

1
（0）

３
（２）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．報酬等の総額には、当事業年度に係る全役員の退職慰労引当金繰入額が含まれております。
３．2025年６月25日開催の第61期定時株主総会決議に基づき支給した役員退職慰労金は、下記のとおり

であります。
取締役 １名 ２百万円

４．当事業年度末現在の員数は、取締役８名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２名）
であります。上記の支給人数と相違しているのは、2025年４月30日および2026年１月１日をもって
辞任により退任した取締役２名を含んでいるためであります。

５．当社は業績連動報酬として賞与を支給しております。業績連動報酬につきましては、特定の指標に偏
ることなく、さまざまな要因と成果を織り込む必要があることから、期初の業績予想値を指標とする
達成度を基礎としつつ経営環境を踏まえて算定しております。また、その支給総額についての妥当性
を経営会議および取締役会で審議するものとしております。なお、当事業年度における業績連動報酬
に係る指標の目標は期初の業績予想値であり、実績は当事業年度の計算書類等のとおりであります。
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（5）社外役員に関する事項
ア．他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合または他の法人等の社外

役員である場合）および当社と当該他の法人等との関係
区 分 氏 名 兼職先 兼職内容 当該他の法人等との関係

取締役 遠 藤 貢

㈱ピー・アンド・イー・ディ
レクションズ 顧問 当社と左記会社との間には特別

の関係はございません。

杉田エース㈱ 顧問 当社と左記会社との間には特別
の関係はございません。

一般社団法人国際食文化交流
協会 理事 当社と左記団体との間には特別

の関係はございません。
㈱トライ・インターナショナ
ル 社外取締役 当社と左記会社との間には特別

の関係はございません。

取締役 近 藤 正 樹

日本コロンビア友好協会 理事 当社と左記団体との間には特別
の関係はございません。

㈱アスク 社外取締役 当社と左記会社との間には特別
の関係はございません。

㈱ユニカフェ 社外取締役 当社と左記会社との間には特別
の関係はございません。

監査役 山 田 勝 重

虎ノ門法律経済事務所山田グ
ループ 代表弁護士

当社と虎ノ門法律経済事務所山
田グループとの間には法律顧問
契約を締結しております。

日本メディカルビジネス㈱ 社外監査役 当社と左記会社との間には特別
の関係はございません。

㈱スーパーナース 社外監査役 当社と左記会社との間には特別
の関係はございません。

イ．当事業年度における主な活動状況
取締役会および監査役会への出席状況

区 分
取締役会（14回開催) 監査役会（15回開催)

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 遠 藤 貢 14回 100％ − −

取 締 役 近 藤 正 樹 14回 100％ − −

監 査 役 金 原 俊一郎 14回 100％ 15回 100％

監 査 役 山 田 勝 重 14回 100％ 15回 100％
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ウ．取締役会ならびに監査役会における発言状況
社外取締役遠藤貢氏は、食料品企業における営業からマーケティングおよび商品開発に

亘る幅広い実務経験を活かし客観的観点から適宜発言を行い、社外取締役近藤正樹氏は、
大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経
営実績および消費者視点の豊富な見識を活かし客観的な観点から適宜発言を行っておりま
す。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験に基づく財務・経理に関して

の専門的見地から適宜発言を行い、社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての専門的見地
から主に法務的な意見を述べております。

エ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
遠藤貢氏および近藤正樹氏は社外取締役として、取締役会において、遠藤貢氏は食料品

企業に関する知見・経験を踏まえ、また近藤正樹氏は外食事業等に関する知見・経験を踏
まえ、適宜発言を行うとともに議決権を行使しました。さらに両氏は、別途、代表取締役
等と経営課題の共有化や情報交換・意見交換を行いました。これらの活動等を通じて、当
社の取締役会における多様な視点からの意思決定に寄与するとともに、業務執行者から独
立した客観的な立場で、当社の経営に対する監督を行っており、社外取締役として期待さ
れる役割を適切に果たしております。

オ．当社の親会社または当社親会社の子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬等の
額
該当事項はありません。
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４．会計監査人の状況
（1）名称 明星監査法人

（2）報酬等の額
区 分 支払額（千円）

公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に係る報酬等の額 26,500

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,500

（注）１．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえた上
で、監査チームの連続性を勘案し、本年度の監査計画における監査時間および監査報酬の妥当性を検
討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の金額にはこれらの
合計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず

れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し

て、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたしま
す。

（4）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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５．会社の体制および方針
（1）業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社
の業務の適正を確保するための体制についての決定内容および当該体制の運用状況の概要
は、以下のとおりであります。

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
当社グループは、役員及び従業員の法令遵守を目的とする行動規範の一環として、コン

プライアンス10カ条を整備しており、その運用の徹底をはかります。
また、当社グループのすべての役員・従業員の職務に関する不法行為等について、外部

への法律相談等の窓口を設置するとともに、研修等によりコンプライアンス意識の向上を
はかります。また、当社の監査役は、当社グループの主要な会議に出席し、意思決定事項
が法令及び定款に適合することを確認することとします。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報について、法

令及び社内規程に基づき適正に保存及び管理し、取締役及び監査役は必要に応じこれを閲
覧できることとします。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
当社グループは、法令や定款違反その他の事由に基づく損失の危険を発見した場合に

は、社内規程（各業務に関する規程、経理財務に関する規程等）に基づき、必要な指示を
各部署に対して行うこととします。
また、リスク管理委員会を開催し、事業等に係るリスクの洗い出し、選別並びにその対

応を検討し、会社全体として取組む体制を構築します。さらにコンプライアンス意識の徹
底をリスク管理の重要な要素と位置づけており、社内での啓蒙に努めております。
また、組織間の牽制機能が充分に働くように職務分掌の明確化を図り、権限及び責任に

ついても必要に応じて規程を見直すことによって種々のリスクのコントロールを目指して
おります。
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④ 当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、取締役会で各取締役の職務分担を決定し、規程により取締役の権限及

び責任等を明確にし、業務執行の適正化及び効率化をはかるものとします。
また、取締役会は原則として毎月一回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法

令、定款及び取締役会規程に定める重要事項を決議しております。

⑤ 当社及び当社子会社からなる当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
コンプライアンス体制及び危機管理体制は、当社を中心としてグループ全体での整備・

運用を行うこととしますが、グループ全体の業績確保のため、各社の目標と役割分担は明
確化して業務遂行にあたります。
当社は、子会社に対し法令遵守、損失の危機の管理等の主要な内部統制項目につき、必

要に応じ内部統制システムの整備に関する助言・指導を行うものとします。なお、財務情
報の信頼性の確保については連結対象会社を対象に内部統制システムを整備するものとし
ます。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制とその場合における当該使用人に関する
事項
当社は、監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助する使用人として適切な人

材を配置するものとします。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命

令のみに服し、取締役その他の使用人の指揮・命令は受けないものとします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、全ての社内稟議書を閲覧するととも

に、内部監査と緊密な連携を保ちつつ、客観的な監査を実施する体制を整備しておりま
す。
また、当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を

及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行うも
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のとします。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
当社グループの役員及び従業員は、監査役の要請事項に対して積極的に協力することと

し、監査役は必要に応じて弁護士・公認会計士など各分野の専門家等を活用できるものと
します。さらに、監査役は全ての内部監査報告書、改善指示書を閲覧し、必要に応じて内
部監査室との帯同監査を実施する体制を整備しております。
また、当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたと

きは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかに当該費用を負担するものとします。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく有効かつ適

切な内部統制報告書提出に向け、内部統制システムの構築を行います。また、その仕組み
が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととします。

⑪ 反社会的勢力の排除について
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力及び団体との関係を遮断す

ることを社内に徹底しており、これら勢力からの不当な要求に接した時には毅然とした態
度により対応するようにコンプライアンス10カ条で定めるとともに、不当要求等には、
警察や弁護士等の外部専門機関と連携する協力体制を整備しております。

⑫ 業務の適正を確保する体制の運用状況の概要
コンプライアンスについては、コンプライアンス10カ条を整備してその運用を徹底す

るとともに、研修を実施してコンプライアンス意識の向上を図りました。
リスク管理については、リスク管理委員会を開催し、事業等に係るリスクの洗い出し、

選別ならびにその対応を検討して全社的な情報共有を図りました。
取締役の職務執行については、取締役会によって、法令で定められた事項および経営に

関する重要事項の決定、業務執行状況の報告および経営の監督を行いました。また、重要
な個別案件の方針を迅速に意思決定する目的で経営会議を定期的に開催しております。
監査役の監査体制については、監査役は取締役会および経営会議への出席ならびに社内
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稟議書の閲覧を行うとともに、必要に応じて取締役等から説明を受けております。また、
会計監査人および内部監査室とも適宜情報交換を行っております。
内部監査については、内部監査室が内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行の監

査を実施しました。

（2）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

(単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 5,682,344 流 動 負 債

買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
前 受 収 益
賞 与 引 当 金
役員退職慰労引当金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

2,531,720
1,413,801

60,000
265,061
207,492
26,605
13,675
6,675

144,719
90,400

303,287
1,483,608

30,000
599,461
299,278
493,925
60,942

現 金 及 び 預 金 1,715,922
売 掛 金 2,411,302
商 品 及 び 製 品 991,352
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 295,073
前 払 費 用 99,603
そ の 他 169,089

固 定 資 産 4,563,203
有 形 固 定 資 産 3,209,358
建 物 1,034,383
構 築 物 12,078
機 械 及 び 装 置 1,219,386
車 両 運 搬 具 1,178
工 具、 器 具 及 び 備 品 77,639
土 地 827,660
建 設 仮 勘 定 37,030

無 形 固 定 資 産 13,986
ソ フ ト ウ エ ア 13,986

投 資 そ の 他 の 資 産 1,339,858
投 資 有 価 証 券 243,760
関 係 会 社 株 式 25,000 負 債 合 計 4,015,328
破 産 更 生 債 権 等 1,250 （純 資 産 の 部）
長 期 前 払 費 用 3,704 株 主 資 本 6,119,887
繰 延 税 金 資 産 658,398 資 本 金 922,939
敷 金 及 び 保 証 金 396,843 資 本 剰 余 金 1,259,205
そ の 他 12,151 資 本 準 備 金 1,125,651
貸 倒 引 当 金 △1,250 そ の 他 資 本 剰 余 金 133,554

利 益 剰 余 金 4,025,232
利 益 準 備 金 72,215
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,953,017
別 途 積 立 金 610,000
繰 越 利 益 剰 余 金 3,343,017

自 己 株 式 △87,489
評 価 ・ 換 算 差 額 等 110,331
その他有価証券評価差額金 110,331

純 資 産 合 計 6,230,219
資 産 合 計 10,245,547 負 債 純 資 産 合 計 10,245,547
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損 益 計 算 書

(20252026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 14,620,266
売 上 原 価 9,186,267

売 上 総 利 益 5,433,999
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,003,692

営 業 利 益 430,306
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,863
受 取 配 当 金 29,949
受 取 手 数 料 739
受 取 補 償 金 1,218
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,984
そ の 他 24,789 65,544

営 業 外 費 用
支 払 利 息 842
為 替 差 損 1,082
支 払 保 証 料 6,771
操 業 停 止 関 連 費 用 111,445
そ の 他 615 120,757
経 常 利 益 375,093

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 39,594
投 資 有 価 証 券 売 却 益 7 39,601

特 別 損 失
減 損 損 失 43,525
固 定 資 産 除 却 損 3,262
火 災 損 失 23,921 70,709

税 引 前 当 期 純 利 益 343,985
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 31,314
法 人 税 等 調 整 額 100,571 131,886
当 期 純 利 益 212,099
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株主資本等変動計算書

(20252026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

(単位：千円)
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − − −
当期末残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益

準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 72,215 610,000 3,264,492 3,946,707 △87,489 6,041,363
当期変動額
剰余金の配当 △133,574 △133,574 △133,574
当期純利益 212,099 212,099 212,099
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − 78,524 78,524 − 78,524
当期末残高 72,215 610,000 3,343,017 4,025,232 △87,489 6,119,887
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(単位：千円)

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計
当期首残高 78,732 78,732 6,120,096

当期変動額

剰余金の配当 △133,574

当期純利益 212,099
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 31,598 31,598 31,598

当期変動額合計 31,598 31,598 110,123

当期末残高 110,331 110,331 6,230,219
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
イ．子会社株式及び関連会社

株式
移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等
以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、
全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
イ．商品、原材料 月別総平均法
ロ．製品 月別総平均法
ハ．貯蔵品 主として移動平均法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ７年〜38年
機械及び装置 10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内
における利用可能期間 (５年）に基づく定額法によって
おります。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により算定し、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額の
うち当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において
発生していると認められる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金
規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
す。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通

りであります。
① 食品事業

食品事業においては、食料品の製造・加工及び販売を行っております。このような製商
品の販売については、顧客が支配を獲得することにより、当社の履行義務が充足されると
判断しております。当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」の出荷基準等の
取扱いを適用し、製商品の出荷時から顧客に支配が移転される時までの期間が１〜２日程
度であるため、出荷時に収益を認識しております。
なお、製商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の

当事者が提供する製商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純
額を収益として認識しております。

② 外食事業
外食事業においては、レストラン店舗におけるサービスの提供、食物販及び宅配の経

営、フランチャイズ（FC）加盟者に対する物品の販売、FC加盟者に対する経営指導及び
店舗運営指導等を行っております。
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レストラン店舗におけるサービスの提供は、顧客からの注文に基づく料理の提供であ
り、顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点
で収益を認識しております。
食物販及び宅配の経営、並びにFC加盟者に対する物品の販売による収益は、顧客に商

品を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しておりま
す。
FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等に基づくロイヤリティ収入は、契約相

手先の売上等を算定基礎として測定し、契約期間にわたり均一のサービスを提供するもの
であるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期
間にわたり収益を認識しております。

（5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 為替予約については、繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につ
いては振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建予定取引に
係る将来の為替レートの変動リスクを回避することを目
的に利用しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法 為替予約については、ヘッジ取引開始時には、社内管理
規程に基づき予想される相場変動をヘッジ手段に個別に
対応させて有効性を判定しております。ヘッジ取引時以
降は、ヘッジ対象とヘッジ手段との間の相関関係を社内
管理規程に基づきテストしております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（1）固定資産の減損損失

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

食品事業 外食事業
有形固定資産 2,972,134 150,811

無形固定資産 12,106 −

減損損失 3,745 39,780

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
資産又は資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産から生ずる割引前

将来キャッシュ・フローと固定資産簿価を比較し、減損の要否を決定しております。
（食品事業）
・事業用資産について、管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッ
シュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。割引前将来キャッ
シュ・フローの見積りは、主要な事業であるピザ、エスニックブレッド製品等の販売に
おける予算及びその後の期間の業績見通しを基礎としております。予算及びその後の期
間の業績見通しにおいては、製品品目別、顧客・業態別、生産能力を考慮した中長期の
売上高見込み、売上高成長率、売上総利益率を主要な仮定として用いております。当該
見積りは、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化によって重要な影響を受ける可能
性があります。
（外食事業）
・事業用資産について、各店舗における過去2か年の損益の趨勢、見積将来キャッシ
ュ・フローを基礎に検討しており、割引前将来キャッシュ・フローの見積りは店舗ごと
の予算及びその後の期間の成長率予想に基づいて見積っております。当該見積りは、将
来の不確実な経済状況や経営環境の変化によって重要な影響を受ける可能性がありま
す。
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（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額 658,398千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ

て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化によっ
て影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異な
った場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える
可能性があります。

3．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 5,941,925千円
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4．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 9,105,290株 −株 −株 9,105,290株

（2）自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 200,292株 −株 −株 200,292株

（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効 力
発生日

2025年６月25日
定時株主総会 普通株式 133,574 利益剰余金 15.00 2025年

３月31日
2025年
６月26日

（注）１株当たり配当額15円には、創業60周年記念配当3円が含まれております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決 議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効 力
発生日

2026年６月23日
定時株主総会 普通株式 106,859 利益剰余金 12.00 2026年

３月31日
2026年
６月24日
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5．税効果会計に関する注記
（繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳）

繰延税金資産
投資有価証券評価損 1,021千円
会員権評価損 4,638千円
貸倒引当金 394千円
賞与引当金 45,615千円
減損損失 139,465千円
減価償却費 36,057千円
退職給付引当金 188,950千円
役員退職慰労引当金 122,826千円
未払事業税 7,073千円
資産除去債務 155,685千円
関係会社株式評価損 14,880千円
火災損失 96,123千円
繰越欠損金 28,697千円
その他 22,819千円
繰延税金資産小計 864,249千円
評価性引当額 △121,252千円
繰延税金資産合計 742,997千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 49,291千円
固定資産評価差額 157千円
資産除去債務に対応する除去費用 35,149千円
繰延税金負債合計 84,598千円
繰延税金資産の純額 658,398千円
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については基本

的には銀行等金融機関からの借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リ
スクや外貨建予定取引の為替リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いませ
ん。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主
な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されており
ます。
また、非上場株式及び関係会社株式については、定期的に発行体の財務状況等の把握を

行っております。
敷金及び保証金は、店舗等の賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は営業取

引及び設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行って

おり、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高
い金融機関とのみ取引を行っております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資

金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。
(単位：千円)

貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 218,660 218,660 −

敷金及び保証金 396,843 386,442 △10,400

資産計 615,503 605,103 △10,400
長期借入金
（１年内返済予定含む） 90,000 89,228 △771

負債計 90,000 89,228 △771

（※１） 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と
近似していることから、記載を省略しております。
（※２） 市場価格のない株式等は、上記表中には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以
下のとおりであります。

(単位：千円)
区分 貸借対照表計上額

投資有価証券（非上場株式） 25,100
関係会社株式 25,000
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（注１）金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度（2026年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,715,922 − − −
売掛金 2,411,302 − − −
敷金及び保証金（※） 42,668 146,092 27,280 −

合計 4,169,893 146,092 27,280 −
（※）敷金及び保証金のうち、現時点において償還予定が確定していないものについては、記載をして
おりません。

（注２）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度（2026年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 60,000 30,000 − − − −
合計 60,000 30,000 − − − −

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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①時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 218,660 − − 218,660

資産計 218,660 − − 218,660

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 − 386,442 − 386,442

資産計 − 386,442 − 386,442
長期借入金
(１年内返済予定含む) − 89,228 − 89,228

負債計 − 89,228 − 89,228

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、将来キャッシュ・フ

ローを国債の利回りなど適切な指標を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の借入を行った場合に想定される

利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７．持分法損益に関する注記
関連会社に対する投資の金額 25,000千円
持分法を適用した場合の投資の金額 23,183千円
持分法を適用した場合の投資損失の金額（△） △1,602千円

８．関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所有 (被所有 )
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

株 式 会 社 ヒ
ガ・インダス
トリーズ

(注１)
― 同社製品の

購入
商品・原材
料の仕入

(注２)
1,660,073 買 掛 金 145,594

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社取締役アーネストＭ．比嘉が同社代表取締役会長兼社長を務めております。
（注２）商品及び原材料の仕入については、市場価格を勘案し交渉の上決定しております。
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９．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

収益認識の時期別に分解した金額は以下のとおりであります。
一時点で移転される財又はサービス 14,588,059千円
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 32,206千円

（2）収益を理解するための基礎となる情報
①食品事業
食品事業においては、食料品の製造・加工及び販売を行っております。このような製商品

の販売については、顧客が支配を獲得することにより、当社の履行義務が充足されると判断
しております。当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」の出荷基準等の取扱い
を適用し、製商品の出荷時から顧客に支配が移転される時までの期間が１〜２日程度である
ため、出荷時に収益を認識しております。
なお、製商品の販売のうち、特定の委託生産取引契約に係る収益について、顧客への製商

品の提供における当社の役割を判断した結果、当社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を
有しておらず、当該他の当事者により製品が提供されるように手配することが当社の履行義
務であることから、代理人として取引を行っていると判断しております。当社が代理人に該
当すると判断したものについては、他の当事者が提供する製商品と交換に受け取る額から当
該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
製商品の販売契約における対価は、顧客との個別契約に基づきますが、市場慣行に整合し

た支払期限となっており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
また、リベートは売上高から控除しておりますが、重大な戻入が生じない可能性が非常に

高い範囲でのみ収益を計上しております。リベートの見積りに際しては、顧客との契約に基
づき、①一定期間における売上の割戻し契約、②販売実績に応じてリベート率を乗じる達成
契約、又は①②を併せたリベート契約を基に算出しております。

②外食事業
外食事業においては、レストラン店舗におけるサービスの提供、食物販及び宅配の経営、

フランチャイズ（FC）加盟者に対する物品の販売、FC加盟者に対する経営指導及び店舗運
営指導等を行っております。
レストラン店舗におけるサービスの提供は、顧客からの注文に基づく料理の提供であり、

― 43 ―



顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益
を認識しております。各月の収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手
段に従って、クレジット会社等が別途定める支払条件により履行義務充足後、短期のうちに
支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
食物販及び宅配の経営、並びにFC加盟者に対する物品の販売による収益は、顧客に商品

を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
約束された対価は履行義務の充足時点から概ね１ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に
重要な金融要素は含まれておりません。
FC加盟者に対する経営指導及び店舗運営指導等に基づくロイヤリティ収入は、契約相手

先の売上等を算定基礎として測定し、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであ
るため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわ
たり収益を認識しております。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね１ヶ月で支払
いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 699円63銭
（2）１株当たり当期純利益 23円82銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12. その他の注記
記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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13. 追加情報
(1) 操業停止関連費用について

損益計算書に計上している営業外費用の操業停止関連費用は、当社千葉工場にて2024年10
月に発生した火災により、一部生産設備の操業が停止したことに伴い、操業停止中の減価償
却費、休業手当等を営業外費用に振り替えた金額であります。

(2) 火災損失について
損益計算書に計上している特別損失の火災損失は、当社千葉工場にて2024年10月に発生し

た火災による修繕費等であります。
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社デルソーレ
取締役会 御中

明星監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 木 本 恵 輔
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 中 西 麻 理

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社デルソーレの2025年4月1日から

2026年3月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定
を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためにセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第62期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、当期の監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役はそれらに基づいてそれぞれ監査を実施するとともに、原
則月例で開催した監査役会で情報の共有を図り、意見の交換を行いながら監査を進めました。具体的には、取締役等及び会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。又、取締役の競業取引、取締役と会社
間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分に関しては、上
記の方法のほか、取締役から「職務執行状況確認書」の提出を求め、調査しました。

（２）各監査役は、監査役会が決めた当期の監査の方針、業務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段
も活用しながら、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につき報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備された内部統制システムの状況について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人「明星監査法人」からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、意見交
換を行いました。さらに、会計監査人との連携に努めつつ、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる
事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監
査上の主要な検討事項については、明星監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は適時かつ適切に必要な見直しが行われており、その内容は相当であると認

めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人「明星監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月26日
株式会社デルソーレ 監査役会
常勤監査役

（社外監査役）金 原 俊 一 郎 ㊞

非常勤監査役 髙 栁 泉 ㊞
非常勤監査役
（社外監査役）山 田 勝 重 ㊞

以 上
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